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川
村
つ
よ
し
議
員
の
質
問

１
．
市
民
税
申
告
の周

知
に
つ
い
て

公
的
年
金
控
除
の
縮
小
や
老

年
者
控
除
の
廃
止
、
定
率
減
税

の
半
減
に
よ
り
、
多
く
の
市
民

が
市
民
税
増
税
と
な
り
、
納
税

通
知
書
の
送
付
以
降
、
今
年
は

市
税
務
課
へ
の
問
い
合
わ
せ
が

数
多
く
あ
り
ま
し
た
。

老
年
者
控
除
の
廃
止
で
は
、

２
７
０
０
人
程
度
が
見
込
ま
れ
、

当
市
の
05
年
65
歳
以
上
人
口
１

２
３
１
４
人
の
う
ち
21
．
93
％

で
、
お
よ
そ
５
人
に
１
人
の
高

齢
者
が
対
象
で
す
。

今
あ
る
制
度
を
活
か
す
と
い

う
観
点
か
ら
は
、
市
民
税
申
告

の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
も
求

め
ら
れ
ま
す
。
質
問
で
は
、
あ

ら
た
め
て
案
内
文
を
郵
送
す
る

こ
と
な
ど
を
求
め
ま
し
た
。

２
．
収
入
役
の
廃
止
に
つ
い
て

第
28
次
地
方
制
度
調
査
会
の

「
地
方
の
自
主
性
・
自
律
性
の

拡
大
及
び
地
方
議
会
の
あ
り
方

に
関
す
る
答
申
」
で
は
、
収
入

役
の
廃
止
と
、
自
主
的
な
判
断

で
適
切
な
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
（
最
高
経
営
陣
）
体
制
を
構

築
で
き
る
よ
う
な
、
新
制
度
の

創
設
を
求
め
て
い
ま
し
た
。
来

年
６
月
末
が
現
収
入
役
の
任
期
で
、

予
算
編
成
の
関
係
か
ら
も
、
ど
の

よ
う
な
体
制
を
作
る
の
か
、
決
断

が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
収
入
役
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
庄
司
前
党
市

議
が
議
会
質
問
（
99
年
６
月
）
を

行
っ
た
際
に
、
収
入
役
の
役
割
に

つ
い
て
「
市
の
行
政
全
般
に
つ
い

て
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
あ
る
い
は
助

言
な
ど
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
」

と
い
う
答
弁
が
あ
り
、
当
時
の
考

え
方
を
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
収

入
役
を
廃
止
し
て
副
市
長
（
現
在

の
助
役
の
位
置
）
を
２
名
置
く
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
副
市
長
１

人
と
い
う
体
制
を
作
る
場
合
に
は
、

当
然
、
考
え
方
を
整
理
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
12
月
に
は
結
論
を

出
す
と
い
う
答
弁
で
し
た
。

議
案
な
ど
の
反
対
理
由

65
号
議
案

手
数
料
条
例
の
改
正

に
つ
い
て

住
民
票
な
ど
の
発
行
手
数
料
を

２
０
０
円
か
ら
３
０
０
円
に
値
上

げ
す
る
内
容
で
、
受
益
者
負
担
の

原
則
か
ら
発
行
コ
ス
ト
の
半
額
は

手
数
料
に
求
め
る
と
の
説
明
で
し

た
が
、
行
政
し
か
行
え
な
い
公
共

サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
受
益
者
負
担

に
な
じ
ま
な
い
こ
と
、
財
源
の
確

保
の
観
点
か
ら
は
、
こ
の
間
提
起

し
続
け
て
い
る
法
人
市
民
税
の
不

均
一
課
税
の
導
入
も
求
め
反
対
し

ま
し
た
。

（
反
対
討
論

塚
本
み
ゆ
き
議
員
）

修
正
案
１
号
（
67
号
議
案

国
民

健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
の
修
正
案
）

原
案
の
67
号
議
案
は
、
社
会
保

険
と
足
並
み
を
合
わ
せ
て
、
出
産

祝
金
の
増
額
を
は
か
る
も
の
で
す

が
、
こ
の
施
行
期
日
を
２
日
間
早

め
る
の
み
の
修
正
案
。

つ
た
な
い
内
容
で
す
が
、
社
会

保
障
の
拡
大
と
な
る
も
の
と
考
え

賛
成
し
ま
し
た
。
９
月
１
日
ま
た

は
４
月
１
日
施
行
と
し
て
、
遡
及

す
る
こ
と
を
考
え
て
も
良
い
と
も

指
摘
し
、
賛
成
討
論
を
行
い
ま
し

た
。

（
賛
成
討
論

川
村
つ
よ
し
議
員
）

認
定
１
号

一
般
会
計
決
算
認
定

現
職
警
察
官
の
派
遣
受
け
入
れ
、

電
線
共
同
溝
整
備
事
業
に
つ
い
て

容
認
し
が
た
い
も
の
と
し
て
反
対

し
ま
し
た
。

（
反
対
討
論

川
村
つ
よ
し
議
員
）

認
定
２
号

国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
決
算
認
定

高
す
ぎ
る
国
保
税
を
抑
え
る
た

め
に
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
を

求
め
反
対
し
ま
し
た
。

（
反
対
討
論

塚
本
み
ゆ
き
議
員
）

９月議会が終わりました
議案などの反対理由をお知らせします

陳
情
17
号

政
務
調
査
費
の
廃
止

に
関
す
る
陳
情

議
員
一
人
あ
た
り
年
間
15
万
円

が
支
給
さ
れ
て
い
る
政
務
調
査
費

で
す
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
そ

の
使
い
道
で
あ
っ
て
、
陳
情
書
が

指
摘
す
る
、
効
果
が
市
民
に
見
え

な
い
こ
と
は
議
員
の
努
力
を
求
め

ら
れ
は
し
て
も
批
判
に
は
当
た
ら

な
い
こ
と
、
当
市
の
場
合
、
情
報

公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
員

の
活
動
状
況
や
考
え
方
を
判
断
す

る
材
料
を
市
民
に
提
供
し
て
お
り
、

政
務
調
査
費
の
存
在
に
よ
っ
て
、

議
員
の
活
動
状
況
の
一
端
を
示
し

て
い
る
意
義
は
大
き
い
と
考
え
ら

れ
、
陳
情
に
反
対
し
ま
し
た
。

（
反
対
討
論

川
村
つ
よ
し
議
員
）

陳
情
22
号

議
会
事
務
局
に
法
制

担
当
職
員
配
置
に
関
す
る
陳
情

議
員
提
案
が
常
に
活
発
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
法
制
担
当
職

員
を
置
く
必
要
も
出
て
く
る
と
思

い
ま
す
が
、
現
在
の
尾
張
旭
市
議

会
で
は
、
残
念
な
が
ら
必
要
性
に

迫
ら
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
反
対
。

（
反
対
討
論

川
村
つ
よ
し
議
員
）
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賛否の分かれた議案などに対する各議員の態度

議案などの名称

９月議会

○：賛成 ×：反対

※議長は

採決に加わりません。

※

あさひ２１

○○

× ×× ×

○○

×××××

○

××
－

×× ×

○○

××６７号議案国民健康保険条例

の一部改正に対する修正案

××

○ ○○ ○

×× ×

○○○○

×

○○－ ○○○

××

○○
６５号議案

手数料条例の一部改正

○○ ○ ○○ ○○

×

○○○○○○ ○○－ ○○○○

×

○○
認定１号

一般会計決算

○○ ○ ○○ ○○

×

○○○○○○ ○○－ ○○○○

×

○○
認定２号

国民健康保険特別会計決算

××
○ ○○

××× ××××××

○○－

×

○

××× ××陳情１７号

政務調査費の廃止を求める陳情

××

○ ○○

××× ××××××

○○－

×

○

××× ××陳情２２号 議会事務局に

法制担当職員配置に関する陳情

×× × ×× ×

○○

×××××× ××

－

×× ××
○

××陳情13号 教育基本法の改正ではなく、
その理念の実現を求める

意見書の採択を求める陳情

×× × ××

○

×× ×××

○○

× ××

－ ○

×

○

×× ××議員提案１号 市議会議員の

定数を定める条例の一部改正

４４ ５ ５８ ７1414 131210０１13 ４11３ 11６３1314 ３14
改選後からの議会質問回数

（2003年6月～06年9月…最大14回）

★ 今期での議長経験者

☆ 今期での副議長または監査委員経験者

★★ ★ ★☆ ☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

解 説
今回の表には、一番下に、今期（改選後２００３年６月

議会から、今回の９月議会まで）の各議員の本会議での質

問回数も掲載しました。

本会議での議会質問が議員活動の全てではありませんが、

姿勢の現れる一つです。

表中、★印を付したものは議長経験者、☆は副議長また

は監査委員経験者で、議会質問ができないわけではありま

せんが、比較するときに考慮しても良いと思えます。（議

会質問の機会は年４回なので、★１つで４回分）

議員提案１号「市議会議員の定数を定める条例の一部改

正」は、現在24人の議員定数を21人に削減するものですが、

表を見てもわかるとおり、会派では平成クラブの賛成のみ

で否決されました。

議会質問の回数が少ない会派が、議員定数の削減を求め

るというのは自己否定の具現として興味深いものです。

（平成クラブ、若杉議員は11回と多い方に入りますが、他

の１期目の40代以下の議員（大島、早川、山下）と比較す

れば若干少ないことがわかります）

９月議会では、議員定数に関わって陳情１５号（半減し

て定数を１２人にするもの）と、議員提出議案（３名減ら

して定数を２１人にするもの）の２案が議論されました。

あらためて議員定数についての考えを示しておきます。

議員定数は、参政権の問題で、定数の削減は参政権の縮

小とも言えます。多くの民意を市政に反映させるにはどう

すべきかという議論が必要で定数の削減はむしろ逆に作用

します。財政の問題も議論するなら、議員報酬のあり方も

同時に考える必要もあります。今後の地方分権推進を考え

れば議会の職責も重くなると考えられ、市民の理解が得ら

れるのであれば、議員定数は増員すべきです。

その他、賛成者無しにより否決された陳情は以下の通り

（いずれも川村議員が反対討論を行いました。）

陳情第14号：北原山土地区画整理組合の商業施設用地を巡る不当行為

の是正を求める陳情

陳情第15号：市議会の議員定数を現在の２４人から１２人に半減に関

する陳情

陳情第16号：議員報酬の日額制の導入に関する陳情

陳情第18号：議員である事による別報酬受け取り廃止に関する陳情

陳情第19号：常任委員会等は全員参加でべきであることに関する陳情

陳情第20号：代表質問の廃止に関する陳情

陳情第21号：会派室廃止に関する陳情


